
防人育（事）第９８２７号

２ ８ ． ５ ． １ ８

陸上幕僚長

海上幕僚長 殿

航空幕僚長

事務次官

（公印省略）

予備自衛官き章及び予備自衛官補き章について（通達）

標記について、下記のとおり定められたので通達する。

なお、予備自衛官及び予備自衛官補のき章について（防人２第２６５３号。１４

．３．２７）は、廃止する。

記

１ 予備自衛官が訓練招集命令により招集され、若しくは予備自衛官補が教育訓練

招集命令により招集されている場合又は予備自衛官若しくは予備自衛官補がその

身分を明らかにする必要がある場合には、き章を着用させることができるものと

する。

２ 予備自衛官き章の制式は別紙第１のとおりとし、予備自衛官補き章の制式は別

紙第２及び別紙第３のとおりとする。

３ き章の貸与、保管、返納その他管理上必要な事項は陸上幕僚長が定めることと

し、き章の着用位置その他着用上必要な事項は陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空

幕僚長が定めることとする。

４ 防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係通達等の整備について

（防人計第３５４号。１９．１．９）記第３章第１００による改正前の予備自衛

官及び予備自衛官補のき章について（防人２第２６５３号。１４．３．２７）別

紙第１に規定する予備自衛官き章は、当分の間、これを使用することができる。

添付書類：別紙第１～別紙第３


